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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人感センサと、
　マイク、スピーカ及び撮像部を備え、通話機能を有する屋外監視カメラと、
　前記屋外監視カメラと通信可能であり、固定電話網に接続されて他固定電話機と通話可
能な親機と、
　表示入力部を備え、前記親機との間で無線ルータを用いて無線通信可能であり、携帯電
話網を介して他携帯電話機と接続する携帯電話端末と、を備えた監視カメラシステムであ
って、
　前記人感センサが人物を検出すると、前記親機に検出信号を送り、
　前記親機は、前記人感センサから送られた検出信号を前記携帯電話端末に転送するとと
もに、前記人感センサと関連付けて登録された前記屋外監視カメラに対し、画像データを
転送するように指示する信号を送り、
　前記携帯電話端末は、画像表示を指示する操作を受け付けると、前記操作の情報を前記
親機に送り、
　前記親機は、前記操作の情報に従って、前記屋外監視カメラから転送される画像データ
を前記携帯電話端末に送り、
　前記携帯電話端末は、前記屋外監視カメラから送られた画像データを前記表示入力部に
表示した状態において、前記表示入力部に表示された所定のアイコンに対する操作を受け
付けると、前記屋外監視カメラに対する通話開始の要求信号を発信し、
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　前記親機は、前記携帯電話端末からの通話開始の要求信号を前記屋外監視カメラに転送
し、前記屋外監視カメラと前記携帯電話端末との間で通話を行わせ、
　前記携帯電話端末は、前記表示入力部に対する所定操作によって、前記屋外監視カメラ
の前記マイク及び前記スピーカの音量を変化させる、
　監視カメラシステム。
【請求項２】
　前記携帯電話端末は、ハンドフリー通話に適した音量に設定されている場合、前記所定
のアイコンに対する操作を受け付けると、ハンドフリー通話モードに移行し、
　前記携帯電話端末と前記屋外監視カメラは音声通話状態に移行する、
　請求項１に記載の監視カメラシステム。
【請求項３】
　前記携帯電話端末は、ハンドセット通話に適した音量に設定されている場合、前記所定
のアイコンに対する操作を受け付けると、ハンドセット通話モードに移行し、
　前記携帯電話端末と前記屋外監視カメラは音声通話状態に移行する、
　請求項１に記載の監視カメラシステム。
【請求項４】
　前記携帯電話端末は、前記スピーカの音量をハンドフリー通話に適した音量、又はハン
ドセット通話に適した音量に設定を変えるモード切替手段、を備える、
　請求項１に記載の監視カメラシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カメラとの間でデータの入出力を行う監視カメラシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、カメラとの間でデータの入出力を行う通信システムの一例として、宅内の敷地に
入ってきた侵入者を監視する監視カメラシステムが知られている（特許文献１参照）。特
許文献１に示す監視カメラシステムは、録画・録音可能なホームサーバと、赤外線センサ
と、ビデオカメラと、マイクロホンとを備える。赤外線センサが侵入者を検出した場合、
ホームサーバは、ビデオカメラ及びマイクロホンを用いて、侵入者に関する映像を録画す
るとともに、侵入者に関する音声を録音する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－９９８６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１では、センサが侵入者を検出した場合、ビデオカメ
ラで撮像された映像を示す画像データ、マイクロホンにより収音された音声の音声データ
は、ホームサーバにより単に記録されるだけであった。
【０００５】
　宅内の住人がホームサーバを常に視ているような状況であれば、住人は侵入者の存在に
気付くかも知れないが、住人がホームサーバに記録された画像データや音声データの内容
が確認可能な位置（例えば、宅内の書斎）から離れていると、住人が侵入者に気付かない
状態が継続してしまう。住人は、記録された画像データや音声データを再生して、初めて
侵入者の存在を知ることになる。このため、住人は、侵入者から直に用件を聞く等、侵入
者と会話することができなかった。また、住人が外出している場合には、外出先から直に
侵入者と会話することは困難であった。
【０００６】
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　本発明は、従来の問題を解決するために、センサによって対象が検出された場合、カメ
ラと携帯端末との間で通話を行うことができ、使用者への利便性を向上する監視カメラシ
ステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、人感センサと、マイク、スピーカ及び撮像部を備え、通話機能を有する屋外
監視カメラと、前記屋外監視カメラと通信可能であり、固定電話網に接続されて他固定電
話機と通話可能な親機と、表示入力部を備え、前記親機との間で無線ルータを用いて無線
通信可能であり、携帯電話網を介して他携帯電話機と接続する携帯電話端末と、を備えた
監視カメラシステムであって、前記人感センサが人物を検出すると、前記親機に検出信号
を送り、前記親機は、前記人感センサから送られた検出信号を前記携帯電話端末に転送す
るとともに、前記人感センサと関連付けて登録された前記屋外監視カメラに対し、画像デ
ータを転送するように指示する信号を送り、前記携帯電話端末は、画像表示を指示する操
作を受け付けると、前記操作の情報を前記親機に送り、前記親機は、前記操作の情報に従
って、前記屋外監視カメラから転送される画像データを前記携帯電話端末に送り、前記携
帯電話端末は、前記屋外監視カメラから送られた画像データを前記表示入力部に表示した
状態において、前記表示入力部に表示された所定のアイコンに対する操作を受け付けると
、前記屋外監視カメラに対する通話開始の要求信号を発信し、前記親機は、前記携帯電話
端末からの通話開始の要求信号を前記屋外監視カメラに転送し、前記屋外監視カメラと前
記携帯電話端末との間で通話を行わせ、前記携帯電話端末は、前記表示入力部に対する所
定操作によって、前記屋外監視カメラの前記マイク及び前記スピーカの音量を変化させる
、ようにしたものである。
【０００８】
　この通信システムでは、センサが対象を検出すると、制御装置に検出信号を送る。制御
装置は、センサから送られた検出信号を携帯端末に転送するとともに、センサと関連付け
て登録されたカメラに対し、画像データを転送するように指示する信号を送る。携帯端末
は、画像表示を指示する操作を受け付けると、操作の情報を制御装置に送る。制御装置は
、この操作の情報に従って、カメラから転送される画像データを携帯端末に送る。携帯端
末は、カメラから送られた画像データを表示入力部に表示した状態において、表示入力部
に表示された所定のアイコンに対する操作を受け付けると、カメラに対する通話開始の要
求信号を発信する。制御装置は、携帯端末からの通話開始の要求信号を前記カメラに転送
する。
【０００９】
　これにより、センサによって対象が検出された場合、カメラと携帯端末との間で通話を
行うことができ、利便性を向上できる。
【００１０】
　また、本発明は、前記携帯電話端末は、ハンドフリー通話に適した音量に設定されてい
る場合、前記所定のアイコンに対する操作を受け付けると、ハンドフリー通話モードに移
行し、前記携帯電話端末と前記屋外監視カメラは音声通話状態に移行する、監視カメラシ
ステムである。
【００１１】
　この通信システムでは、携帯端末は、ハンドフリー通話に適した音量に設定されている
場合、所定のアイコンに対する操作を受け付けると、ハンドフリー通話モードに移行する
。そして、携帯端末とカメラは音声通話状態に移行する。これにより、ハンドフリー通話
に簡単に切り替えることができる。
【００１２】
　また、本発明は、前記携帯電話端末は、ハンドフリー通話に適した音量に設定されてい
る場合、前記所定のアイコンに対する操作を受け付けると、ハンドフリー通話モードに移
行し、前記携帯電話端末と前記屋外監視カメラは音声通話状態に移行する、監視カメラシ
ステムである。
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【００１３】
　この通信システムでは、携帯端末は、ハンドセット通話に適した音量に設定されている
場合、所定のアイコンに対する操作を受け付けると、ハンドセット通話モードに移行する
。そして、携帯端末とカメラは音声通話状態に移行する。これにより、ハンドセット通話
に簡単に切り替えることができる。
【００１５】
　この通信システムでは、センサとして、カメラと一体の人感センサを用いる。これによ
り、カメラとセンサの関連付けが容易である。
【００１６】
　また、本発明は、前記携帯電話端末は、前記スピーカの音量をハンドフリー通話に適し
た音量、又はハンドセット通話に適した音量に設定を変えるモード切替手段、を備える、
監視カメラシステムである。
【００１７】
　この通信システムでは、携帯端末は、モード切替手段に対するユーザの簡単な操作によ
り、ハンドフリー通話に適した音量、又はハンドセット通話に適した音量に設定を容易に
変えることができる。
【００１９】
　この携帯端末は、画像表示を指示する操作を受け付けると、操作の情報を制御装置へ送
り、カメラから制御装置を介して転送されてくる画像データを表示入力部において表示す
る。また、携帯端末は、モード切替手段において、ハンドフリー通話に適した音量、又は
ハンドセット通話に適した音量に設定を変え、ハンドフリー通話に適した音量に設定され
ている場合に所定の操作を受け付けると、カメラとハンドフリー通話モードの音声通話状
態に移行する。
【００２０】
　これにより、携帯端末は、モード切替手段によってハンドフリー通話に適した音量が設
定されている場合には、ユーザの簡単な操作により、制御装置を介して接続されたカメラ
とハンドフリー通話モードで、音声通話を行うことができる。
【００２２】
　この携帯端末は、モード切替手段によってハンドセット通話に適した音量が設定されて
いる場合には、ユーザの簡単な操作により、制御装置を介して接続されたカメラとハンド
セット通話モードで、音声通話を行うことができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、センサによって対象が検出された場合、カメラと携帯端末との間で通
話を行うことができ、利便性を向上できる。これにより、監視カメラシステムに適用され
た場合、住人は、侵入者から直に用件を聞く等、侵入者と会話できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本実施形態の監視カメラシステムのシステム構成を示す図
【図２】親機の内部構成を示すブロック図
【図３】子機の内部構成を示すブロック図
【図４】カメラの内部構成を示すブロック図
【図５】センサの内部構成を示すブロック図
【図６】スマートフォンの内部構成を示すブロック図
【図７】起動時におけるスマートフォンの初期画面を示す図
【図８】（Ａ）～（Ｃ）カメラのマイク及びスピーカの音量を設定する際のスマートフォ
ンの画面の遷移を示す図
【図９】（Ａ）～（Ｃ）ハンドフリー通話を行う際のスマートフォンの画面の遷移を示す
図
【図１０】（Ａ）～（Ｃ）ハンドセット通話を行う際のスマートフォンの画面の遷移を示
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す図
【図１１】（Ａ）～（Ｃ）電話モニタを行う際のスマートフォンの画面の遷移を示す図
【図１２】監視カメラシステムの動作の流れを示すシーケンス図
【図１３】親機の動作手順を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明に係る携帯端末及び通信システムの実施形態（以下、「本実施形態」という）に
ついて、図面を参照しながら説明する。以下の本実施形態では、本発明に係る通信システ
ムの一例として、監視カメラシステムを例示して説明する。なお、本発明は、通信システ
ムに限定されず、通信システムを構成する各装置又は各装置における方法として表現する
ことも可能である。
【００２６】
　図１は、本実施形態の監視カメラシステム５のシステム構成を示す図である。監視カメ
ラシステム５は、主に宅内８に設置されており、親機１０、２台の子機２０Ａ、２０Ｂ、
２台のカメラ３０（具体的には、屋内カメラ３０Ａ，監視カメラ３０Ｂ）、各種センサ４
０（具体的には、人感センサ４０Ａ，４０Ｂ，煙センサ４０Ｃ，開閉センサ４０Ｄ）、ス
マートフォン５０及び無線ルータ６０から構成される。なお、この監視カメラシステム５
の構成は一例であり、種々の態様に変更可能である。
【００２７】
　親機（ゲートウェイ）１０は、監視カメラシステム５の全体の動作を制御する制御装置
であり、ＤＥＣＴ（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）の通信方式を用い
て、子機、カメラ、センサ等と通信可能に接続される。また、親機１０は、無線ＬＡＮを
用いた無線ルータ６０を介してインターネット６５（ネットワーク）に接続される。また
、親機１０は、有線で固定電話網８５に接続され、固定電話機８０と通話可能である。ま
た、親機１０は、差込口１０ａに挿入された子機２０Ａを充電する機能を有する。
【００２８】
　子機２０Ａ，２０Ｂは、ＤＥＣＴの通信方式で親機１０と接続され、親機１０と通話可
能である。特に、２台の子機２０Ａ，２０Ｂを区別する必要が無い場合、子機２０と総称
する。
【００２９】
　各種センサ４０（具体的には、人感センサ４０Ａ，４０Ｂ，煙センサ４０Ｃ，開閉セン
サ４０Ｄ）は、ＤＥＣＴの通信方式で親機１０と接続される。ここでは、センサとして、
窓の開閉を検出する開閉センサ４０Ｄ、煙を感知する煙センサ４０Ｃ、及び赤外線によっ
て人を感知する人感センサ４０Ａ、４０Ｂが用いられる。特に、これらのセンサの種類を
区別する必要が無い場合、センサ４０と総称する。また、後述するように、カメラ３０に
内蔵された赤外線センサ３１３（図４参照）も、人感センサとして用いられる。
【００３０】
　２台のカメラ（具体的には、屋内カメラ３０Ａ，監視カメラ３０Ｂ）は、通話機能を有
し、ＤＥＣＴの通信方式で親機１０と接続される。ここでは、カメラとして、屋外を撮像
する監視カメラ３０Ｂ、及び宅内８を撮像する屋内カメラ３０Ａが用いられる。特に、カ
メラの種類を区別する必要が無い場合、カメラ３０と総称する。
【００３１】
　スマートフォン５０は、無線ＬＡＮを用いた無線ルータ６０を介して親機１０と接続さ
れ、また、３Ｇ（第３世代）等の通信方式を用いた携帯電話網７５を介して携帯電話機７
０や他のスマートフォン等と接続される。
【００３２】
　図２は、親機１０の内部構成を示すブロック図である。親機１０は、制御部１０９と、
記憶部１０３と、操作部１０５と、表示部１０６とを含む構成である。親機１０は、各種
の入力操作を受け付け、また、表示部１０６に画像等の情報を表示する。制御部１０９は
、呼制御部１１０及び音声ストリーム処理部１１２を内蔵し、通話の呼制御や音声データ
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の処理等を行う。
【００３３】
　また、親機１０は、画像メモリ制御部１１５と、画像メモリ１１６とを有し、カメラ３
０で撮像された画像データ等を画像メモリ１１６に記憶する。
【００３４】
　また、親機１０は、無線ＬＡＮ制御部１２１と、無線ＬＡＮ通信Ｉ／Ｆ部１２２とを有
し、無線ＬＡＮで接続された無線ルータ６０を介してスマートフォン５０、カメラ３０等
と画像データ及び音声データを送受信する。
【００３５】
　また、親機１０は、ＤＥＣＴプロトコル制御部１０８と、ＤＥＣＴ無線Ｉ／Ｆ部１０７
とを有し、ＤＥＣＴ（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）の無線方式を用
いて、子機２０、センサ４０及びカメラ３０と無線接続を行う。
【００３６】
　また、親機１０は、音声バス１１７と、音声入出力制御部１０４と、スピーカ１２９と
、マイク１２８とを有し、外部に対して音声の入出力を行う。
【００３７】
　また、親機１０は、固定電話回線Ｉ／Ｆ部１０１を有し、固定電話網８５に接続された
外部の固定電話機８０と通話可能である。
【００３８】
　また、親機１０は、子機／携帯端末充電部１２６を有し、差込口１０ａに挿入された子
機２０あるいはスマートフォン５０を充電する。
【００３９】
　また、親機１０は、ＵＳＢ通信Ｉ／Ｆ部１２７を有し、ＵＳＢ（Universal Serial Bus
）規格のインタフェースを有する機器やメモリ等とデータを送受信する。
【００４０】
　また、親機１０は、各種センサ４０（具体的には、人感センサ４０Ａ，４０Ｂ，煙セン
サ４０Ｃ，開閉センサ４０Ｄ）と複数のカメラ３０をそれぞれ関連付けて記憶部１０３に
登録する。例えば、人感センサ４０Ｂと監視カメラ３０Ｂとは、屋外の近接した場所に設
置されているので、関連付けて登録される。また、監視カメラ３０Ｂは、後述するように
、人感センサである赤外線センサ３１３（図４参照）を一体として内蔵するので、この赤
外線センサ３１３とも関連付けて登録される。また、人感センサ４０Ａと、煙センサ４０
Ｃと開閉センサ４０Ｄとは、いずれも宅内８に設置されているので、屋内カメラ３０Ａと
それぞれ関連付けて登録される。
【００４１】
　図３は、子機２０の内部構成を示すブロック図である。子機２０は、制御部２４７と、
記憶部２４２と、操作部２４４と、表示部２４５とを含む構成である。子機２０は、各種
の入力操作を受け付け、表示部２４５に画像等の情報を表示する。
【００４２】
　また、子機２０は、ＤＥＣＴプロトコル制御部２４９と、ＤＥＣＴ無線Ｉ／Ｆ部２４８
とを有し、ＤＥＣＴの無線方式を用いて親機１０、センサ４０及びカメラ３０と無線接続
を行う。
【００４３】
　また、子機２０は、音声バス２５５と、音声入出力制御部２４３と、スピーカ２５２と
、マイク２５１とを有し、外部に対して音声の入出力を行う。
【００４４】
　図４は、カメラ３０の内部構成を示すブロック図である。カメラ３０の一例としての屋
内カメラ３０Ａ及び監視カメラ３０Ｂは、いずれもほぼ同じ仕様を有する。カメラ３０は
、制御部３０９と、記憶部３０３と、操作部３０５とを含む構成である。カメラ３０は、
撮像に関する動作を行うとともに、入力操作を受け付ける。
【００４５】
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　また、カメラ３０は、ＤＥＣＴプロトコル制御部３１７と、ＤＥＣＴ無線Ｉ／Ｆ部３１
８とを有し、ＤＥＣＴの無線方式を用いて親機１０と無線接続を行う。
【００４６】
　また、カメラ３０は、無線ＬＡＮ制御部３２１と、無線ＬＡＮ通信Ｉ／Ｆ部３２２とを
有し、無線ＬＡＮで接続された無線ルータ６０を介して親機１０、スマートフォン５０等
と画像データ及び音声データを送受信する。
【００４７】
　また、カメラ３０は、音声バス３０７と、音声入出力制御部３０４と、スピーカ３２９
と、マイク３２８とを有し、外部に対して音声の入出力を行う。
【００４８】
　また、カメラ３０は、撮像部３１２と、画像メモリ制御部３１６と、画像メモリ３１５
とを有し、撮像部３１２で撮像された画像データを画像メモリ３１５に記憶する。撮像部
３１２は、レンズ及び撮像素子（例えば、ＣＣＤ（Charged Coupled Device）、又はＣＭ
ＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）等のイメージセンサ）を有する。
【００４９】
　カメラ３０は、人感センサとして、ＰＩＲ（Passive Infra Red）センサである赤外線
センサ３１３を一体に内蔵する。赤外線センサ３１３は、人が発する熱（赤外線）の変化
を検出して人の存在を感知する。カメラ３０は、商用の交流電源により構成される電源部
３１４を有する。
【００５０】
　図５は、センサ４０の内部構成を示すブロック図である。センサ４０は、制御部４４７
と、記憶部４４２と、表示ランプ４４５とを含む構成である。センサ４０は、対象（例え
ば侵入者。以下同様。）を検出した場合に、表示ランプ４４５を点灯する等、所定の検出
動作を行う。
【００５１】
　また、センサ４０は、ＤＥＣＴプロトコル制御部４４９と、ＤＥＣＴ無線Ｉ／Ｆ部４４
８とを有し、ＤＥＣＴの無線方式で親機１０と無線接続を行い、対象を検出すると、セン
サ検出情報を親機１０に送る。
【００５２】
　センサ部４５３は、センサ４０の種類によって異なる。例えば、人感センサ４０Ａ，４
０Ｂの場合、センサ部４５３は、赤外線の変化によって人を感知するＰＩＲセンサである
。窓等の開閉を検出する開閉センサ４０Ｄの場合、センサ部４５３は、開閉によってオン
／オフに切り替わるリードスイッチである。煙センサ４０Ｃの場合、センサ部４５３は、
発光した光が煙によって遮光されることで煙を感知する発光・受光部である。
【００５３】
　充電池４５０は、充電可能な電池であり、各部に電力を供給する。
【００５４】
　図６は、スマートフォン５０の内部構成を示すブロック図である。スマートフォン５０
は、制御部５０６と、記憶部５０４と、表示／操作部（タッチパネル）５０３とを含む構
成である。スマートフォン５０は、各種の入力操作を受け付け、タッチパネル５０３に画
像等の情報を表示する。制御部５０６は、後述するように、カメラ３０の機能を設定可能
な監視機能制御部５１４を内蔵する。タッチパネル５０３は、表示部及び操作部が一体化
された表示入力部であり、画面に画像やアイコン等の情報を表示するとともに、使用者に
よる画面へタップ操作（又はタッチ操作）を受け付ける。
【００５５】
　また、スマートフォン５０は、３Ｇプロトコル制御部５０２と、３Ｇ無線Ｉ／Ｆ部５０
１とを有し、３Ｇ（第３世代）の無線通信方式を用いて、携帯電話網７５に接続された携
帯電話機７０や他のスマートフォンと無線接続を行う。
【００５６】
　また、スマートフォン５０は、音声バス５１５と、音声入出力制御部５０５と、スピー
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カ５１３と、マイク５１２とを有し、外部に対して音声の入出力を行う。
【００５７】
　また、スマートフォン５０は、無線ＬＡＮ制御部５０７と、無線ＬＡＮ通信Ｉ／Ｆ部５
０８とを有し、無線ＬＡＮで接続された無線ルータ６０を介して親機１０、カメラ３０等
と画像データ及び音声データを送受信する。
【００５８】
　また、スマートフォン５０は、ＵＳＢ通信Ｉ／Ｆ部５１１を有し、ＵＳＢ（Universal 
Serial Bus）規格のインタフェースを有する機器やメモリ等とデータを送受信する。
【００５９】
　上述した構成を有する監視カメラシステム５の動作を説明する。
【００６０】
　始めに、スマートフォン５０の動作について説明する。使用者によって、スマートフォ
ン５０にインストールされている監視カメラのアプリケーションが起動されると、スマー
トフォン５０は初期画面を表示する。
【００６１】
　図７は、起動時におけるスマートフォン５０の初期画面を示す図である。監視カメラの
アプリケーションが起動すると、タッチパネル５０３の初期画面の中央部には、カメラ３
０で撮像された画像（動画像）５５が表示される。また、タッチパネル５０３の画面には
、カメラアイコン５１、スピーカアイコン５２、ミュートアイコン５３及び切断アイコン
５４がタップ操作可能に表示される。
【００６２】
　カメラアイコン５１は、カメラ３０の録画開始を指示し、カメラ３０の機能を設定する
際に使用されるアイコンである。
【００６３】
　モード切替手段の一例としてのスピーカアイコン５２は、スマートフォン５０に搭載さ
れたスピーカ５１３の音量を切り替えるためのアイコンであり、起動時にオン状態にある
。スピーカアイコン５２に対するタップ操作が行われる度、スピーカアイコン５２はオン
状態／オフ状態に切り替えられる。ここでは、スピーカアイコン５２は、オン状態で緑色
に表示され、オフ状態で白色に表示される。
【００６４】
　スピーカアイコン５２のオン状態とは、スピーカ５１３の音量が大きく設定された状態
であり、通常のモニタやハンドフリー通話（スピーカホン通話）に適する。即ち、スピー
カアイコン５２がオン状態である場合には、ハンドフリー通話（スピーカホン通話）に適
した音量がスマートフォン５０に設定される。一方、スピーカアイコン５２のオフ状態と
は、スピーカ５１３の音量が耳元で聴くような小さく設定された状態であり、音声モニタ
やハンズセット通話に適する。即ち、スピーカアイコン５２がオフ状態である場合には、
ハンドセット通話に適した音量がスマートフォン５０に設定される。
【００６５】
　ミュートアイコン５３は、スマートフォン５０に搭載されたマイク５１２のオン／オフ
を切り替えるためのアイコンであり、起動時にオン状態つまりマイク５１２の無効（消音
）状態にある。ミュートアイコン５３に対するタップ操作が行われる度、ミュートアイコ
ン５３はオン状態／オフ状態に切り替えられる。ここでは、ミュートアイコン５３は、ス
ピーカアイコン５２と同様、オン状態で緑色に表示され、オフ状態で白色に表示される。
【００６６】
　切断アイコン５４は、「Ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔ」の文字が記された、カメラ３０との接
続を遮断するためのアイコンであり、起動時にオフ状態つまり接続状態にある。
【００６７】
　図８（Ａ）～（Ｃ）は、カメラ３０のマイク３２８及びスピーカ３２９の音量を設定す
る際のスマートフォン５０の画面の遷移を示す図である。タッチパネル５０３の画面に対
して所定の操作が行われると、タッチパネル５０３の画面には、カメラ３０のマイク３２
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８及びスピーカ３２９の音量を設定するための選択メニューが表示される。
【００６８】
　図８（Ａ）に示すように、選択メニューとして表示される、「Camera MicVolume」キー
５６は、マイク３２８の音量を設定するためのキーである。また、「Camera Speaker Vol
ume」キー５７は、スピーカ３２９の音量を設定するためのキーである。
【００６９】
　「Camera Mic Volume」キー５６がタップ操作されると、図８（Ｂ）に示すように、タ
ッチパネル５０３の画面には、選択メニューが消えた後、シークバー５８が表示される。
使用者がシークバー５８のスライダ５８ａを図中左右方向に移動させると、カメラ３０の
マイク３２８の音量（マイク感度）が変化する。そして、マイク３２８の音量を決定し、
ＯＫボタン５８ｂを押下すると、この決定したマイク３２８の音量がカメラ３０に設定さ
れる。
【００７０】
　同様に、「Camera Speaker Volume」キー５７がタップ操作されると、図８（Ｃ）に示
すように、タッチパネル５０３の画面には、選択メニューが消えた後、シークバー５９が
表示される。使用者がシークバー５９のスライダ５９ａを図中左右方向に移動させると、
カメラ３０のスピーカ３２９の音量が変化する。そして、スピーカ３２９の音量を決定し
、ＯＫボタン５９ｂを押下すると、この決定したスピーカ３２９の音量がカメラ３０に設
定される。
【００７１】
　次に、スマートフォン５０を用いた各種の動作モードについて説明する。
【００７２】
　本実施形態では、スマートフォン５０は、通常モニタモード、ハンドフリー通話モード
、ハンドセット通話モード及び音声モニタモードの４つの動作モードに移行可能である。
前述したように、監視カメラのアプリケーションを起動した直後、スマートフォン５０は
、初期画面を表示し（図７参照）、通常モニタモードにある。このアプリケーションを起
動する操作は、画像表示を指示する操作としてのモニタ指示に相当する。通常モニタモー
ドでは、カメラ３０のマイク３２８で収音した音声がスマートフォン５０のスピーカ５１
３から大きな音量で流れ、スマートフォン５０のマイク５１２は無効になっている。つま
り、使用者の声はスマートフォン５０のマイク５１２により収音されない状態である。
【００７３】
　図９（Ａ）～（Ｃ）は、ハンドフリー通話を行う際のスマートフォン５０の画面の遷移
を示す図である。図７の初期画面において、ミュートアイコン５３がタップ操作されると
、図９（Ａ）に示すように、ミュートアイコン５３がオフとなり、タッチパネル５０３の
画面には、「Ｍｕｔｅ　ＯＦＦ」のガイダンス６１が表示される。この後、切替時間（こ
こでは、０．２秒）が経過すると、図９（Ｂ）に示すように、スマートフォン５０のマイ
ク５１２が有効になり、ハンドフリー通話モードに移行する。このハンドフリー通話モー
ドでは、監視カメラ３０Ｂのマイク３２８で収音した音声がスマートフォン５０のスピー
カ５１３から大きな音量で流れ、スマートフォン５０のマイク５１２は有効となり、監視
カメラ３０Ｂとの間でハンドフリー通話が可能となる。
【００７４】
　ハンドフリー通話モードにおいて、再びミュートアイコン５３がタップ操作されると、
図９（Ｃ）に示すように、ミュートアイコン５３がオンとなり、タッチパネル５０３の画
面には、「Ｍｕｔｅ　ＯＮ」のガイダンス６２が表示される。この後、切替時間（ここで
は、０．２秒）が経過すると、図７の初期画面に戻り、スマートフォン５０のマイク５１
２が無効になり、通常モニタモードに復帰する。
【００７５】
　図１０（Ａ）～（Ｃ）は、ハンドセット通話を行う際のスマートフォン５０の画面の遷
移を示す図である。図９（Ｂ）に示すハンドフリー通話モードにおいて、スピーカアイコ
ン５２がタップ操作されると、図１０（Ａ）に示すように、スピーカアイコン５２がオフ
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となり、タッチパネル５０３の画面には、「Ｓｐｅａｋｅｒ　ＯＦＦ」のガイダンス６３
が表示される。この後、切替時間（ここでは、０．２秒）が経過すると、図１０（Ｂ）に
示すように、ハンドセット通話モードに移行する。このハンドセット通話モードでは、監
視カメラ３０Ｂのマイク３２８で収音した音声がスマートフォン５０のスピーカ５１３か
ら小さな音量（耳元にスピーカ５１３を近づけて聴ける程度の音量）で流れ、スマートフ
ォン５０のマイク５１２は有効のままである。スマートフォン５０は、監視カメラ３０Ｂ
との間でハンドセット通話が可能となる。
【００７６】
　ハンドセット通話モードにおいて、スピーカアイコン５２がタップ操作されると、図１
０（Ｃ）に示すように、スピーカアイコン５２がオンとなり、タッチパネル５０３の画面
には、「Ｓｐｅａｋｅｒ　ＯＮ」のガイダンス６４が表示される。この後、切替時間（こ
こでは、０．２秒）が経過すると、前述した図９（Ｂ）の画面に戻り、スマートフォン５
０はスピーカ５１３の音量を上げてハンドフリー通話モードに移行する。
【００７７】
　一方、図１０（Ｂ）に示すハンドセット通話モードにおいて、ミュートアイコン５３が
タップ操作されると、ミュートアイコン５３及びスピーカアイコン５２がオンとなり、図
９（Ｃ）に示すように、タッチパネル５０３の画面には、「Ｍｕｔｅ　ＯＮ」のガイダン
ス６２が表示される。この後、切替時間（ここでは、０．２秒）が経過すると、図７の初
期画面に戻り、スマートフォン５０のマイク５１２が無効になり、スマートフォン５０は
通常モニタモードに復帰する。
【００７８】
　図１１（Ａ）～（Ｃ）は、電話モニタを行う際のスマートフォン５０の画面の遷移を示
す図である。図７の初期画面において、スピーカアイコン５２がタップ操作されると、図
１１（Ａ）に示すように、スピーカアイコン５２がオフとなり、タッチパネル５０３の画
面には、「Ｓｐｅａｋｅｒ　ＯＦＦ」のガイダンス６３が表示される。この後、切替時間
（ここでは、０．２秒）が経過すると、図１１（Ｂ）に示すように、スマートフォン５０
は、スマートフォン５０のスピーカ５１３の音量を下げて、電話モニタモードに移行する
。この電話モニタモードでは、監視カメラ３０Ｂのマイク３２８で収音した音声がスマー
トフォン５０のスピーカ５１３から小さな音量（耳元にスピーカ５１３を近づけて聴ける
程度の音量）で流れ、スマートフォン５０のマイク５１２は無効になっている。
【００７９】
　電話モニタモードにおいて、スピーカアイコン５２がタップ操作されると、図１１（Ｃ
）に示すように、スピーカアイコン５２がオンとなり、タッチパネル５０３の画面には、
「Ｓｐｅａｋｅｒ　ＯＮ」のガイダンス６４が表示される。この後、切替時間（ここでは
、０．２秒）が経過すると、図７の初期画面に戻り、スマートフォン５０のマイク５１２
が無効になり、スマートフォン５０は通常モニタモードに復帰する。
【００８０】
　一方、図１１（Ｂ）に示す電話モニタモードにおいて、ミュートアイコン５３がタップ
操作されると、ミュートアイコン５３がオフとなり、タッチパネル５０３の画面には、「
Ｍｕｔｅ　ＯＦＦ」のガイダンス６１が表示される。この後、切替時間（ここでは、０．
２秒）が経過すると、図１０（Ｂ）に示すように、スマートフォン５０のマイク５１２が
有効になり、ハンドセット通話モードに移行する。
【００８１】
　次に、監視カメラシステム５の動作の流れについて説明する。
【００８２】
　図１２は、監視カメラシステム５の動作の流れを示すシーケンス図である。ここでは、
屋外に設置された人感センサ４０Ｂ及び監視カメラ３０Ｂを用いて、侵入者等を監視する
動作について説明する。
【００８３】
　まず、人感センサ４０Ｂが、屋外に存在する人物を検出すると、その検出信号及びセン
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サ検出情報を親機１０に送信する（Ｓ１０１）。親機１０は、人感センサ４０Ｂからセン
サ検出情報を受信すると、無線ＬＡＮを用いてスマートフォン５０と無線接続し（Ｓ１０
２）、接続が完了すると、スマートフォン５０にセンサ検出情報を送信する（Ｓ１０３Ａ
）。
【００８４】
　また、親機１０は、監視カメラ３０Ｂに対し、画像／音声データの転送を要求する（Ｓ
１０３Ｂ）。監視カメラ３０Ｂは、画像／音声データの転送要求を受けると、無線ＬＡＮ
を用いて親機１０と接続し、撮像部３１２で撮像した画像データ及びマイク３２８で収音
した音声データを親機１０に転送する（Ｓ１０４）。
【００８５】
　スマートフォン５０は、使用者からモニタ指示を受け付けると（Ｓ１０５－１）、親機
１０に対し、画像／音声データの転送を要求する（Ｓ１０５－２）。親機１０は、スマー
トフォン５０から画像／音声データの転送要求に応じ、監視カメラ３０Ｂから転送された
画像データ及び音声データをスマートフォン５０に転送する（Ｓ１０６）。
【００８６】
　これにより、スマートフォン５０は、初期画面（図７参照）を表示し、通常モニタモー
ドとなる。スマートフォン５０は、初期画面を表示する通常モニタモードにおいて、スピ
ーカアイコン５２がタップ操作されると（Ｓ１０７Ａ）、音声モニタモードに移行する（
Ｓ１０８）。
【００８７】
　一方、スマートフォン５０は、初期画面を表示する通常モニタモードにおいて、ミュー
トアイコン５３がタップ操作されると（Ｓ１０７Ｂ－１）、その操作情報を親機１０に送
信する（Ｓ１０７Ｂ－２）。
【００８８】
　親機１０は、この操作情報を受信すると、監視カメラ３０Ｂに対し、ハンドフリー通話
を要求する（Ｓ１０９）。監視カメラ３０Ｂは、このハンドフリー通話要求を受けると、
スピーカ３２９をオンにし、確認応答（ＡＣＫ）信号を、親機１０を経由してスマートフ
ォン５０に送信する（Ｓ１１０）。
【００８９】
　スマートフォン５０は、監視カメラ３０ＢからＡＣＫ信号を受けると、ハンドフリー通
話モードに移行し、通話を開始する。即ち、スマートフォン５０は、マイク５１２で収音
した会話用の音声データを親機１０に転送する（Ｓ１１１）。親機１０は、受信した会話
用の音声データを監視カメラ３０Ｂに転送する（Ｓ１１２）。監視カメラ３０Ｂは、受信
した親機１０から会話用の音声データをスピーカ３２９から発音する（Ｓ１１３）。
【００９０】
　さらに、監視カメラ３０Ｂからスマートフォン５０への会話用の音声データは、逆の手
順で行われる。即ち、監視カメラ３０Ｂは、マイク３２８で収音した会話用の音声データ
を親機１０に転送する（Ｓ１１４）。親機１０は、受信した会話用の音声データをスマー
トフォン５０に転送する（Ｓ１１５）。スマートフォン５０は、受信した親機１０から会
話用の音声データをスピーカ５１３から発音する（Ｓ１１６）。
【００９１】
　なお、ステップＳ１０８で音声モニタモードに移行した後、ミュートアイコン５３がタ
ップ操作された場合、スマートフォン５０は、ハンドセット通話モードに移行する。
【００９２】
　図１３は、親機１０の動作手順を示すフローチャートである。親機１０は、人感センサ
４０Ｂからの検出信号をトリガとして、本動作を開始する。まず、親機１０は、人感セン
サ４０Ｂからセンサ検出情報を取得する（Ｓ１）。親機１０は、スマートフォン５０から
画像／音声データ転送要求を受信したか否かを判別する（Ｓ２）。受信していない場合、
親機１０は本動作を終了する。
【００９３】
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　一方、スマートフォン５０から画像／音声データ転送要求を受信した場合、親機１０は
、監視カメラ３０Ｂから転送された画像データ及び音声データをスマートフォン５０に転
送する（Ｓ３）。
【００９４】
　親機１０は、スマートフォン５０から、ハンドフリー通話あるいはハンドセット通話の
要求があるか否かを判別する（Ｓ４）。この通話の要求は、前述したように、ミュートア
イコン５３をオフにタップ操作することで行われる。スマートフォン５０から通話の要求
が無かった場合、親機１０は、本動作を終了する。
【００９５】
　一方、スマートフォン５０から通話の要求があった場合、親機１０は、スマートフォン
５０と監視カメラ３０Ｂとの通話を中継する（Ｓ５）。
【００９６】
　この後、親機１０は、スマートフォン５０から通話の終了が指示されたか否かを判別す
る（Ｓ６）。この通話の終了は、前述したように、ミュートアイコン５３がオンにタップ
操作されることで、あるいは切断アイコン５４がタップ操作されることで指示される。通
話の終了が指示されていない場合、親機１０はステップＳ５の処理に戻る。一方、通話の
終了が指示されると、親機１０は本動作を終了する。そして、再び、センサ４０からの検
出信号をトリガとして起動するまで、親機１０はスタンバイ状態となる。
【００９７】
　このように、本実施形態の監視カメラシステム５では、人感センサ４０Ｂが侵入者（対
象）を検出すると、親機１０にセンサ検出情報を送る。親機１０は、人感センサ４０Ｂか
ら送られたセンサ検出情報をスマートフォン５０に転送するとともに、人感センサ４０Ｂ
と関連付けて登録された監視カメラ３０Ｂに対し、画像／音声データの転送要求を送る。
スマートフォン５０は、モニタ指示の操作を受け付けると、この操作の情報を親機１０に
送る。親機１０は、操作の情報に従って、監視カメラ３０Ｂから転送される画像データを
スマートフォン５０に送る。スマートフォン５０は、監視カメラ３０Ｂから送られた画像
データをタッチパネル５０３に表示し、ミュートアイコン５３のタップ操作を受け付ける
と、監視カメラ３０Ｂに対する通話開始の要求信号を発信する。親機１０は、スマートフ
ォン５０からの通話開始の要求信号を監視カメラ３０Ｂに転送する。スマートフォン５０
と監視カメラ３０Ｂの通話が開始される。
【００９８】
　監視カメラシステム５によれば、人感センサ４０Ｂによって侵入者が検出された場合、
監視カメラ３０Ｂとスマートフォン５０との間で通話を行うことができ、利便性を向上で
きる。これにより、宅内の住人は、侵入者から直に用件を聞く等、侵入者と会話できる。
【００９９】
　また、スマートフォン５０は、スピーカアイコン５２がオンであり、ハンドフリー通話
に適した大きな音量に設定されている場合、ミュートアイコン５３のタップ操作を受け付
けると、ハンドフリー通話モードに移行する。スマートフォン５０と監視カメラ３０Ｂは
音声通話状態に移行する。これにより、ハンドフリー通話に簡単に切り替えることができ
る。
【０１００】
　また、スマートフォン５０は、スピーカアイコン５２がオフであり、ハンドセット通話
に適した小さな音量（耳元に近づけて聴ける程度の音量）に設定されている場合、ミュー
トアイコン５３のタップ操作を受け付けると、ハンドセット通話モードに移行する。スマ
ートフォン５０と監視カメラ３０Ｂは音声通話状態に移行する。これにより、ハンドセッ
ト通話に簡単に切り替えることができる。
【０１０１】
　また、センサ４０として、１つの筺体に、監視カメラ３０Ｂと一体に人感センサ４０Ｂ
を内蔵してもよい。また、人感センサとして、監視カメラ３０Ｂに一体に内蔵された赤外
線センサ３１３を用いてもよい。これにより、カメラとセンサの関連付けが容易である。
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【０１０２】
　以上、図面を参照しながら各種の実施形態について説明したが、本発明はかかる例に限
定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内
において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについて
も当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１０３】
　例えば、上述した本実施形態では、監視カメラシステムに適用された場合を示したが、
これに限らず、例えば、カメラを所持する旅行者が旅先等で撮影した画像を見ながら、携
帯端末を所持する友達等と会話するといったコミュニケーションシステムにも、本発明は
適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本発明は、センサによって対象が検出された場合、カメラと携帯端末との間で通話を行
うことができ、使用者への利便性を向上する監視カメラシステムとして有用である。
【符号の説明】
【０１０５】
　５　監視カメラシステム
　８　宅内
　１０　親機
　１０ａ　差込口
　２０、２０Ａ、２０Ｂ　子機
　３０、３０Ａ、３０Ｂ　カメラ
　４０、４０Ａ、４０Ｂ、４０Ｃ、４０Ｄ　センサ
　５０　スマートフォン
　５１、５２、５３、５４　アイコン
　５５　画像
　５６、５７　キー
　５８、５９　シークバー
　５８ａ、５９ａ　スライダ
　５８ｂ、５９ｂ　ＯＫボタン
　６０　無線ルータ
　６５　インターネット
　７０　携帯電話機
　７５　携帯電話網
　８０　固定電話機
　８５　固定電話網
　１０１　固定電話回線Ｉ／Ｆ部
　１０３、２４２、３０３、４４２、５０４　記憶部
　１０４、２４３、３０４、５０５　音声入出力制御部
　１０５、２４４、３０５　操作部
　１０６、２４５　表示部
　１０７、２４８、４４８　ＤＥＣＴ無線Ｉ／Ｆ部
　１０８、２４９、４４９　ＤＥＣＴプロトコル制御部
　１０９、２４７、３０９、４４７、５０６　制御部
　１１０　呼制御部
　１１２　音声ストリーム処理部
　１１５　画像メモリ制御部
　１１６　画像メモリ
　１１７、２５５、３０７、５１５　音声バス
　１２１、３２１、５０７　無線ＬＡＮ制御部
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　１２２、３２２、５０８　無線ＬＡＮ通信Ｉ／Ｆ部
　１２６　子機／携帯端末充電部
　１２７　ＵＳＢ通信Ｉ／Ｆ部
　１２８、２５１、３２８、５１２　マイク
　１２９、２５２、３２９、５１３　スピーカ
　２５０、５５０　２次電池
　３１２　撮像部
　３１３　赤外線センサ
　３１５　画像メモリ
　３１６　画像メモリ制御部
　４４５　表示ランプ
　４５０　充電池
　４５３　センサ部
　５０１　３Ｇ無線Ｉ／Ｆ部
　５０２　３Ｇプロトコル制御部
　５０３　表示／操作部（タッチパネル）
　５１１　ＵＳＢ通信Ｉ／Ｆ部
　５１４　監視機能制御部
【要約】
【課題】センサによって対象が検出された場合、カメラと携帯端末との間で通話を行うこ
とができ、使用者への利便性を向上する。
【解決手段】監視カメラシステム５では、人感センサ４０Ｂが侵入者を検出すると、親機
１０にセンサ検出情報を送る。親機１０は、監視カメラ３０Ｂに対し、画像／音声データ
の転送要求を送る。スマートフォン５０はモニタ指示の操作を受け付けると、親機１０は
監視カメラ３０Ｂから転送される画像データをスマートフォン５０に送る。スマートフォ
ン５０は、監視カメラ３０Ｂから送られた画像データをタッチパネル５０３に表示し、ミ
ュートアイコン５３のタップ操作を受け付けると、通話開始の要求信号を発信する。親機
１０は、スマートフォン５０からの通話開始の要求信号を監視カメラ３０Ｂに転送する。
スマートフォン５０と監視カメラ３０Ｂの通話が開始される。
【選択図】図１２



(15) JP 5660746 B1 2015.1.28

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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